
2025年　（令和7年）　～資格・賦課編～
日南市役所　市民生活部　市民課　保険係（℡０９８７－３１－１１２６）

 ● 国民健康保険税の税率

・ 介護保険の対象者とは４０歳から６５歳未満の方で、第２号被保険者のことです。
・ 年度途中で４０歳になる方の介護分は４０歳到達月以降に加算されます。
・ 保険税の通知書は、世帯主が国保の加入者でなくても、世帯主あてにお送りします。

地方税法施行令の改正に伴い、課税限度額が次のとおり引き上げられました。

 ● 令和７年度の保険税の計算例

※　納期は１期（令和７年６月）～１０期（令和８年３月）の１０回です。
※　総所得金額から控除されるものは基礎控除（４３万円）だけです。
※　７５歳になった月からの保険税は、その年度の保険税の計算からあらかじめ除かれています。

令和6年度課税限度額

① 医療分

令和７年度課税限度額

　　　 １０９万円

０（給与５５万）

５万

②　後期高齢者支援金分

③ 介護分

合計合計

（２６０万円－４３万円）×２.５０％
＝５４，２５０円

②　後期高齢者支援金分（全員）

４人×６，８００円
＝２７，２００円

令和６年中の所得（収入）

令和7年度の固定資産税

０（０）

２人×９，２００円
＝１８，４００円

０（公的年金110万）

資　産　割
８万円×２３.００％

＝１８，４００円

令和７年度の保険税額（医療分＋支援金分＋介護分） ５４５，７００円

平　等　割
１世帯×２１，８００円

＝２１，８００円

合　計
８７，５６０円

（百円未満切り捨て）８７，５００円

１世帯×５，０００円
＝５，０００円

１世帯×５，０００円
＝５，０００円

３６７，３１５円
（百円未満切り捨て）３６７，３００円

９０，９３０円
（百円未満切り捨て）９０，９００円

均　等　割
４人×２７，８００円

＝１１１，２００円

（２６０万円－４３万円）×２.８０％
＝６０，７６０円

５万円×６.８０％
＝３，４００円

0 0

③　介　護　分（世帯主＋妻）

８万円×５.６０％
＝４，４８０円

所　得　割
（２６０万円－４３万円）×９．９５％

＝２１５，９１５円

日 南 市
国    保    加    入    者

３万

妻（４０歳） 子（８歳）

①　医 療 保 険 分

9.95%

６，８００円

５，０００円

23.00%

２７，８００円

 ● 国民健康保険税の課税限度額

（令和７年４月１日現在）

世帯数　６，７１５世帯

被保険者数 ９，５７７人 

2.50%

②後期高齢者
支援金分

③　介 護 保 険 分
（４０歳～６４歳）

令和７年度の税率が決まりました。（令和６年度と同じ税率です。）

２６万円

１７万円

2.80%

９，２００円

No.1

父（７０歳）世帯主（４２歳）

区　分 ①　医　療　分（全員）

一世帯にいくらと計算

所 得 割

世帯の国保加入者数に応じて計算

世帯の固定資産税に応じて計算

世帯の所得に応じて計算

２６０万（給与３８０万）

※この世帯は年金差し
引き（特別徴収）では
ありません。

６５万円

区　分

資 産 割

均 等 割

平 等 割

説　　　　　明

６６万円

５，０００円

6.80%5.60%

　　２１，８００円

☆日南家の場合☆

※世帯主と妻は介護分
の対象者なので、介護
分も課税されます。

②　後期高齢者支援金分

③ 介護分

① 医療分

２４万円

１７万円

１０６万円



 ● 納税義務者と納付方法・時期

納税義務者

納付方法・時期

国民健康保険税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。

■普通徴収とは

■特別徴収とは 

 ○ 普通徴収・特別徴収の納付月  

 ● スマートフォンで納税できるようになりました

12/15

6/30 9/1
（口座振替・
現金納付）

普通徴収 10期５期 ８期

8/15

10/31 12/1

９期

10/15

６期

12/25 2/2 3/2 3/259/30

３期 ７期

7/31

１期 ２期 ４期

2/13（年金差引） 4/15 6/13

10月期特別徴収 ４月期 ６月期 ８月期

2月 3月

12月期 ２月期

徴収方法
納　　　　付　　　　月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

納付書または口座振替で納付していただく方法で、特別徴収に該当
しない方が対象となります。

　口座振替による納付を希望される方は、資格確認書または資格情報のお知らせと申出者の
印鑑を持参して、国保の窓口で手続きください。
　また、口座振替の登録も必要になりますので、指定金融機関で手続きを行ってください。

特別徴収の方で、年度内に７５歳になる場合は、その年度は年金からの差し引きは
止まり、納付書または口座振替になります。

　市税などが納付書に印刷された「eL-QR」を使った納付ができるようになりました。ま
た、スマートフォンアプリPayPay、PayB（ペイビー）は引き続き利用できます。
　利用方法等、詳しい内容については、市公式ホームページをご覧いただくか、本庁税務
課へお問い合わせください。

納税義務者は世帯主です。世帯主が国保の加入者の場合だけでなく、職場の健康
保険（社会保険等）や後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯に一人でも
国保の加入者がいれば、世帯主が保険税の納税義務者となります。

国民健康保険法及び地方税法の一部改正により、一定の要件を全て満たす場合
は、世帯主の年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引かせていただくことに
なっています。この徴収方法を「特別徴収」と言います。

※特別徴収の要件に該当する方につきましては、年金から納付していただくことを基本とし
ますが、希望される方につきましては、申し出により口座振替による納付を選択することが
できます。
（納付書によるお支払いを選択することはできません。）

11月 12月 1月

※口座振替の場合、残高不足時の
再振替は行いません。
口座残高には、注意いただきま

すようお願いします。


